
額
）
の
合
計
が
表
の
負
担
区
分
ご
と
の

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
て
い
る
方

▪
国
民
健
康
保
険
制
度
へ
加
入
の
方

　

支
給
対
象
と
な
る
方
に
は
、「
お
知
ら

せ
」
が
届
き
ま
す
の
で
、
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

▪
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
加
入
の
方

　

支
給
対
象
と
な
る
方
に
は
、
毎
年
12
月

ご
ろ
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

か
ら
、
申
請
に
つ
い
て
の
「
お
知
ら
せ
」

が
届
き
ま
す
の
で
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
計
算
期
間
中
に
他
市
町
村
か
ら

住
所
を
移
し
た
方
や
、
他
の
医
療
保
険
か

ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
っ
た
方
な

ど
に
は
「
お
知
ら
せ
」
は
発
送
さ
れ
ま
せ

ん
。
支
給
対
象
要
件
を
ご
確
認
の
う
え
、

該
当
す
る
場
合
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
３
５
１
４

23
局
０
１
８
０

介
護
者
の
交
流
会
を
開
催

▪
認
知
症
介
護
者
の
集
い

▼
対
象
＝
認
知
症
の
家
族
を
介
護
し
て
い

る
方
や
認
知
症
に
つ
い
て
知
り
た
い
方　

▼
開
催
日
（
い
ず
れ
も
平
成
28
年
）
／
内

容
（
い
ず
れ
も
座
談
会
あ
り
）
＝
【
１
月

14
日
（
水
）】
問
題
行
動
に
つ
い
て
【
２

月
10
日
（
水
）】
権
利
擁
護
に
つ
い
て
【
３

月
10
日
（
水
）】
認
知
症
療
法
に
つ
い
て

▼
時
間
＝
い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
～
３

時　

▼
場
所
＝
田
原
福
寿
園　

▼
申
し
込

み
＝
開
催
日
の
２
日
前
ま
で
に
田
原
福
寿

も
う
お
済
で
す
か
？
特
定
健
診
・

後
期
高
齢
者
健
診
は
12
月
末
ま
で

　

年
に
１
度
は
健
診
を
受
け
て
自
分
の
体

を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

▼
期
間
＝
12
月
末
ま
で
の
各
医
療
機
関
の

診
療
日　
▼
場
所
＝
市
内
指
定
医
療
機
関

▼
持
ち
物
＝
受
診
券（
５
月
末
に
郵
送
済
）、

保
険
証　
▼
費
用
＝
自
己
負
担
分
は
無
料

▼
そ
の
他
＝
受
診
券
を
紛
失
さ
れ
た
場
合

は
、
再
発
行
（
12
月
11
日
金
ま
で
）
し
ま

す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９
（
特
定
健
診
）

☎
23
局
３
５
１
４
（
後
期
高
齢
者
健
診
）

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度

　

こ
の
制
度
で
は
、
次
の
対
象
の
方
の
申

請
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

▪
対
象

　

次
の
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
方

①
世
帯
内
の
同
一
の
医
療
保
険
（
国
民
健

康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
、
社
会
保

険
な
ど
）
の
加
入
者
で
、
１
年
間
（
毎

年
８
月
１
日
～
７
月
31
日
）
に
医
療
保

険
と
介
護
保
険
の
両
方
に
自
己
負
担
を

支
払
っ
て
い
る
方

②
①
の
自
己
負
担
金
額
（
高
額
療
養
費
、

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
差
し
引
い
た

園
（
☎
27
局
０
０
０
８
）
へ
電
話
に
て

▪
家
族
介
護
者
交
流
会

▼
対
象
＝
ご
家
庭
で
家
族
を
介
護
し
て
い

る
方　

▼
開
催
日（
い
ず
れ
も
平
成
28
年
）

／
内
容（
い
ず
れ
も
座
談
会
あ
り
）＝【
１

月
21
日
（
木
）】
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
【
２
月
18
日
（
木
）】
皮
ふ
疾

患
に
つ
い
て
【
３
月
17
日
（
木
）】
介
護

者
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
に
つ
い
て　

▼
時
間

＝
い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

▼
場
所
＝
渥
美
福
寿
園　

▼
申
し
込
み
＝

開
催
日
の
２
日
前
ま
で
に
渥
美
福
寿
園

（
☎
34
局
６
６
８
８
）へ
電
話
に
て

▼
高
齢
福
祉
課

☎
23
局
４
６
５
４

23
局
３
５
４
５

ネ
コ
の
家
族
さ
が
し
会
を

開
催
し
ま
す

▼
対
象
＝
県
内
在
住
の
20
歳
以
上
の
方　

▼
日
時
＝
12
月
19
日
（
土
）
午
前
10
時
～

11
時
30
分
（
途
中
参
加
不
可
）　

▼
場
所

＝
愛
知
県
動
物
保
護
管
理
セ
ン
タ
ー
東
三

河
支
所　

▼
内
容
＝
セ
ン
タ
ー
に
収
容
さ

れ
た
ネ
コ
の
譲
渡　

▼
申
し
込
み
＝
当

日
、
会
場
に
て　

▼
そ
の
他
＝
審
査
有
り

／
集
合
住
宅
や
借
家
で
飼
育
す
る
場
合
は

規
約
な
ど
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
愛
知
県
動
物
保
護
管
理
セ
ン
タ
ー
東
三

河
支
所
☎（
０
５
３
２
）33
局
３
７
７
７

■高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療制度加入

者
国民健康保険や社会保険加入者

70 歳～ 74 歳 70 歳未満
負担区分 限度額 所得区分 限度額 所得区分 限度額

現役並み所得者
( 上位所得者 ) 67 万円 現役並み所得者

( 上位所得者 ) 67 万円
旧ただし書き所得 901 万円超 176 万円

旧ただし書き所得 600 万円超 901 万円以下 135 万円

一般 56 万円 一般 56 万円
旧ただし書き所得 210 万円超 600 万円以下 67 万円

旧ただし書き所得 210 万円以下 63 万円

低所得者Ⅱ 31 万円 低所得者Ⅱ 31 万円
住民税非課税 34 万円

低所得者Ⅰ 19 万円 低所得者Ⅰ 19 万円
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